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デザイナーと人的資源管理

森 永 泰 史

1．本稿の目的

企業では，デザイナーの管理・育成に関し
て，様々な取り組みが行われていると考えら
れるが，日本企業と欧米企業では，その中身
や課題が異なる可能性が高い。なぜなら，両
者の間では，雇用慣行が大きく異なるからで
ある。

まず，欧米企業には，そもそもデザイン部
門を社内に抱えず，デザインの開発をアウト
ソーシングしているところも多い。それに対
して，日本企業の多くは，デザイナーを直接
雇用している。さらに，日本企業の多くは，
大部分のデザイナーを新卒で一括採用し，終
身雇用している。デザイナーの直接雇用は，
欧米企業の一部（特に，自動車メーカー）に
も見られるが，その場合でも，中途採用や不
定期採用が多く，またその雇用形態も契約雇
用であることが多い。このように，日本企業
と欧米企業では，雇用慣行が異なっており，
抱える課題も異なっている。欧米企業では，
いかに育てるかよりも，いかに優れたデザイ
ナーを惹きつけるか（あるいは，探し出すか）
が重要になるのに対して，日本企業では，デ
ザイナーを社内でいかに育て，キャリアを積
ませるかが重要になる。

それでは，デザイナーを社内で管理・育成
するには，どのような部分に注意する必要が
あるのであろうか。また，それはなぜなのか。
本稿では，人的資源管理分野の先行研究に加

え，様々な文献や記事に掲載された実務家の
話を手掛かりに，日本企業に固有のデザイ
ナー管理の課題について考えてみたい。

2．インハウスデザイナー VS 外部デ
ザイナー

2.1 雇用形態の違いが生む能力の違い
日本企業のデザイナー管理の第一の特徴は，

デザイナーを直接雇用し，デザイン部門を社
内に抱えていることである。

通常，デザイナーには，企業に直接雇用さ
れているインハウスデザイナーと，独立した
デザイン事務所に雇用されている外部デザイ
ナー（あるいは，どこにも属さないフリーラ
ンスのデザイナー）の 2 種類がある。これら
の違いは，一見すると，単なる雇用形態の違
いでしかないように思われる。

しかし，そのような雇用形態の違いは，両
者の間に能力的な違いをも生じさせると言わ
れている。具体的に，ここでいう能力とは，
職人型と発想型の 2 種類である。前者は，依
頼者が欲するものを正確に具現化する能力で
あり，後者は，依頼者の頭の中の漠然とした
イメージを基に，企画・開発から製造，販売，
広告に至るまでトータルで俯瞰し，コンセプ
トを提供する能力である（佐藤，2013）。そ
して，一般に，インハウスデザイナーは，他
部門からの注文に応える仕事が多いので，職
人型になりやすいと考えられている。その一
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方で，外部デザイナーは，企業から仕事を勝
ち取る必要があるため，提案力が鍛えられ，
発想型になりやすいと考えられている。

2.2 外部デザイナーに上がる軍配
このように，雇用形態の違いは，仕事のや

り方などを通じて，デザイナーが獲得する能
力の違いにも結びつきやすいとされている。
もちろん，どちらの能力が優れているかを判
断することは難しいが，近年では，外部デザ
イナーが持つ提案力に軍配が上がることが多
くなってきている。その背景には，“デザイ
ン・シンキング（あるいは，デザイン思考）”
のブームや“オープン・イノベーション”の
ブームなどがある。

①デザイン・シンキングというブーム
具体的に，前者のデザイン・シンキングと

は，いわゆるデザイナー的発想のことである
（Brown, 2008）。このデザイナー的発想の特
徴は，従来からある演繹法や帰納法のような
論理的なアプローチとは異なる点にある。そ
れは観察をベースとした直観的なアプローチ
であり，直観から得られた結論（あるいは，
仮説）に基づいて議論を展開していくことで，
常識や固定概念にとらわれない自由な発想を
することが出来る。近年，多くの企業が効率
性の追求や合理主義の限界に直面し，新しい
アプローチを求める中で，そのようなデザイ
ナーの発想力や提案力に注目が集まるように
なった。しかし，前述したように，インハウ
スデザイナーには相対的に，そのような提案
型の仕事を苦手とする人が多い。例えば，和
田（2005）によると，日本企業では，企画部
門で仕事することをデザイナー自身が敬遠す
る傾向が強いという。

②オープン・イノベーションというブーム
一方，後者のオープン・イノベーションと

は，社内にこだわらず，社外をも巻き込んで

革新的な成果を生み出そうとする取り組みの
ことである（Chesbrough, 2003）。従来は機密
保持の観点から，イノベーションは社内で自
己完結するのが正しいと考えられてきた。し
かし，近年では，自社内だけで完結しようと
すると，バイアスによって新しい発見を見落
としがちになるため，逆に非効率だと考えら
れるようになっている（竹田，2012）。つま
り，外部者の視点が必要とされているのであ
る。その結果，デザイナーの活用においても，
外部のデザイン事務所やフリーランスのデザ
イナーに注目が集まるようになっている。例
えば，Verganti（2008）は，イタリア企業の事
例を取り上げ，社外のデザイナー・ネット
ワークを活用することの有用性を主張してい
る。また，Utterback，Vedin，Alvarez，Ekman，
Tether，Sanderson and Verganti（2006）は，多
くの事例を基に，今後，独立したデザイン事
務所が多様な企業やステークホルダーを集め
るハブとして機能し，一種のコンソーシアム
を形成する可能性があると主張している。

2.3 今後も続くインハウスデザイン部門
このように，先行研究には，インハウスデ

ザイナーの問題点や外部デザイナーを活用す
ることの有用性を強調したものが多い1。そ
の結果，日本でも，デザイン部門の独立や外
部デザイナーの活用を促す意見が数多くみら
れる。

しかし，そのような試みは実際に，これま
で何度も行われてきたものの，日本では総じ
て上手くいかなかった。例えば，パナソニッ
クでは，2002 年にデザイン部門を「パナソ
ニックデザイン社」として独立させたが，
2008 年には再び本社内に戻している（現・デ
ザインカンパニー）2。同様に，三菱電機でも，
1994 年に社内のデザイン部門の一部を独立
させ，「デザインオペレーション 21」を立ち
上げたが，2001 年には再び本社内に戻して
いる3。分社化が成功しなかった理由はそれ
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ぞれ異なるが4，上手くいっていないのが現実
である。また，外部デザイナーの活用につい
ても，現実には仕事がスピルオーバーした場
合に用いられることが多く，必ずしも積極的
に活用されているわけではない5。その意味
では，日本企業は今後も，社内にデザイン部
門を抱え続けていく可能性が高い。

それでは，本当に外部デザイナーを活用す
ることは有用なのであろうか。あるいは，イ
ンハウスデザイナーを活用することに有用性
はないのであろうか。以下では，これらの点
について考えてみたい。

2.4 「外部デザイナー＝発想型」という幻
想

そもそも，外部のデザイナーは，本当にイ
ンハウスデザイナーと比べて発想力が豊かで，
クリエイティブなのであろうか。

確かに，「外部デザイナーは，企業から仕事
を勝ち取る必要があるため，提案力が鍛えら
れ，発想型になりやすい」という論理には一
理ある。しかし，外部デザイナーのすべてが
発想型というわけではない。実際は，その多
くが下請け的な仕事に従事しており，「外部
デザイナー＝発想型」というのは幻想に過ぎ
ない。そして，その原因として考えられるの
が，（特に日本においては）独立系のデザイ
ナーも元はインハウスデザイナーである場合
が多いことや，クライアントとの契約形態に
問題があるからである。

①インハウスデザイナーの大量育成
例えば，デザイナーの佐藤オオキ氏は，以

下に示すように，日本のデザイン事務所には
能力のタイプに偏りがあり，発想型のデザイ
ナーが極端に不足していると述べている。そ
して，その原因は，日本ではこれまで，イン
ハウスデザイナーばかりが大量に育成されて
きたことにあるとしている。日本では，独立
系のデザイナーも元はインハウスデザイナー

である場合が多く，インハウスデザイナーの
経験を持たないまま，いきなりフリーランス
として独立する人は少ない。その意味で，日
本のデザイナーの多くは，インハウスデザイ
ナーとして育成されてきたといえる。

「デザイン事務所が 2 つのタイプに大別さ
れることを知っておくことが大事です。1
つは『職人型』。クライアントが作りたい
ものははっきりしていて，それをドンピ
シャで具現化する技術者です。もう 1 が

『発想型』。クライアントの頭の中の漠然と
したイメージを基に，企画開発から製造，
販売，PR，広告宣伝に至るまでトータルで
俯瞰し，コンセプトを提供することで飯を
食っています。（中略）しかし，日本では，
そのバランスに偏りがあります。デザイ
ナーというと発想型の方が多そうですが，
国内のデザイナーの 99％以上は『職人型』。
この歪みは高度経済成長期，製造メーカー
内に技術重視の『インハウスデザイナー』
が多数養成されたことに起因しています。」

（佐藤，2013，99 頁）

②クライアントとの契約形態
また，外部デザイナーの多くが下請け的な

仕事に従事し，必ずしも発想型の能力を身に
付けてないのは，クライアントとの契約形態
に問題があるからとする指摘もある6。外部
デザイナーはクライアントとの契約に基づい
て仕事を行うが，その契約形態には，①作業
時間や経費を見積もる単発の受注や，②デザ
イン開発全体の業務受託，③月額あるいは年
額報酬によるコンサルティング，④製品の売
上に応じたロイヤリティ報酬（商品出荷額の
3～5％が相場）など，様々な種類がある。

そして，これらの契約形態の中で最も提案
力が鍛えられるのは，市場での評価が問われ
るロイヤリティ報酬であるが，この契約形態
は提案したデザインが商品化され，売れなけ
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れば報酬は得られず，リスクが高い。そのた
め，どうしても月々の収入が得やすい下請け
的な仕事（＝作業時間や経費を見積もる単発
の受注）に甘んじることが多くなる。しかし，
そのような仕事ばかりをこなしていては，い
つまで経っても提案力を身に着けることが出
来ない。また，デザイン開発全体の業務受託
やプロジェクトに参加してコンサルティング
料を得るような形でも，もちろん提案力は鍛
えられるが，そのような契約を結べるのは，
既に一定の実績がある一部のデザイナーに限
られる。

なお，このような事情は，日本に限らず，
デザイン先進国の米国においても同様である。
米国にはインダストリアル・デザイナーが約
5 万人おり，その 3 分の 1 がフリーランスで
ある。そのため，発想型の能力を持ち，ロイ
ヤリティ報酬を得ているデザイナーが多いイ
メージがあるが，実のところフリーランスの
多くは，作業に費やした時間数と経費をベー
スに報酬を得ている。米国人は相対的にリス
クをとる傾向にあるとされているが，やはり
過度なリスクまではとれないのである。

2.5 外部デザイナー活用の盲点
さらに，インハウスデザイナーと外部デザ

イナーを比較した研究を見てみると，外部デ
ザイナーを活用することの有用性についても
疑問が生じてくる。外部デザイナーの活用に
は，以下に示すような 3 つの弱点（①機密漏
えいのリスク，②アウトソーシングのジレン
マ，③社外秘の壁）があるからである。

①機密漏えいのリスク
例えば，Czarnitzki and Thorwarth（2012）は，

ベルギーの企業を対象に，インハウスデザイ
ナーを活用した場合と外部デザイナーを活用
した場合のパフォーマンスを比較し，新しい
コンセプトを持った製品（＝市場の革新性を
持った製品）を開発する場合には，インハウ

スデザイナーを活用する方が良いと結論付け
ている。彼等は，製造業とサービス業（1511
社）のデータを用いて，デザイナーの活用の
仕方と製品の売上との関係を調査した。その
結果，新しいコンセプトを持った製品に関し
ては，インハウスデザイナーを活用している
企業の方が成功していた。反対に，コンセプ
ト改良型の製品に関しては，外部デザイナー
を活用している企業の方が成功していた。

その理由について，彼等は，インハウスデ
ザイナーを活用する場合は機密性が保持でき
るため，新しいコンセプトを持った製品の開
発に向いており，反対に，外部デザイナーを
活用する場合は，情報が漏れて，同業他社か
ら事前に似たようなコンセプトの製品が発売
される危険があるため，新しいコンセプトを
持った製品の開発には向かないとしている。
このように，新しいコンセプトを持った製品
の開発を行う場合には，外部デザイナーを活
用することのリスクは大きいといえる。

②アウトソーシングのジレンマ
また，外部デザイナーの活用が進むと，結

果的に，特定の優れたデザイン事務所やフ
リーランスのデザイナーに依頼が集中してし
まうことがある（特に日本では，前述したよ
うに発想型のデザイン事務所が少ないため，
そのような過度な集中が生じやすい）。しか
し，同業他社と同じデザイン事務所やデザイ
ナーを活用していては，真の差別化にはつな
がりにくい。いくら機密を守り，自社の要望
にカスタマイズしてくれるといっても，無意
識のうちに，デザイナー個人の思考の癖や好
みがそこに反映されてしまうからである7。
経営学では，このようなジレンマのことを

「アウトソーシングのジレンマ」と呼び，以下
のような説明がなされている（武石，2003）。

「どんなに優れた相手であっても，そして
そこが提供してくれる業務，成果がどんな
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に優れたものであっても，アウトソーシン
グ先の企業が自社だけでなく競争相手とも
協力すればどうなるだろうか。競争相手も
同じパートナーと取引し，同じような成果
を享受できるのであれば，差はつかない。
差がつかなければ競争上は何の効果ももた
ない。かといって，独立した企業である
パートナーの行動を縛って相手と付き合わ
ないように求めるのは難しいし，仮にでき
たとしても，それは必ずしも得策ではない。
パートナーが多数の納入先と取引すること
で得られる規模の経済や範囲の経済，ある
いは多様な情報や技術を活用できることこ
そが，アウトソーシングのメリットである。
パートナーの取引関係をコントロールし，
排他的関係を築くのであれば，結局のとこ
ろそれは内製の延長とあまり変わらなく
なってしまう。アウトソーシングゆえに得
られる便益の可能性を封じ込めてしまうこ
とになる。」（武石，2003，6-7 頁）

③社外秘の壁
さらに，長内（2012）は，意匠データと特

許データを用いて，日本の家電メーカー 2 社
を比較・分析し，インハウスデザイナーのみ
が技術開発に関与していること（逆に外部デ
ザイナーはそこまで関与していないこと）を
突き止め，インハウスデザイナーのそのよう
な取り組みが優れたデザインの創出に寄与し
ている可能性を示唆している。より具体的に
は，デザインを外部のデザイナーに委託して
いる企業では，特許出願の発明者にデザイ
ナーが含まれておらず，デザイナーが技術開
発にほとんど関わっていないことが窺えた。
それに対して，インハウスデザイナーのみを
活用している企業では，特許出願の発明者に
デザイナーが含まれており，デザイナーが積
極的に技術部門と関わり，デザインを実現す
る技術開発にコミットしていることが窺えた。

彼は，そのような違いが生じる理由につい

てはあまり言及していないが，その背景には，
次のような事情があると考えられる。一つ目
は，インハウスデザイナーは外部のデザイ
ナーに比べ，長期間にわたって特定の製品に
関与することが出来ること，二つ目は，技術
者と連携しやすいこと，そして，三つ目は，
社外秘にアクセスできることである。以下は，
キャノン総合デザインセンター所長の酒井正
明氏（当時）の発言である8。

「フリーの場合は（中略）基本的には仕事を
選べない。しかし，インハウスの場合は，
私がもし複写機のディビジョンにいたら，
当面，複写機のデザインしか考えられない。
複写機は今後どうあってほしいか，そうい
うことを考える部署にいるなら，日頃から
考えるのがプロでしょう。求められたら，
カメラはこうあるべきです，複写機はこう
ですと言えなくてはいけないと思います。

（中略）いまは無理でも，3 年後，誰が見て
もこういう場所でこういうコンセプトの商
品があって，人々がこんなにエンジョイし
て使っているだろう。みんながそれに共感
できれば，その商品の開発に向けて動き出
せばいい。（中略）これがフリーとインハ
ウスの違いです。社内の人間は知ろうと思
えば，事業部の 3 年先までの計画を全部知
ることが出来ます。」

このように考えると，外部デザイナーの活
動には限界がある。特に，技術が複雑・高度
化し，技術者との連携の必要性が高まるにつ
れ，あるいは，社外秘の壁が高くなるにつれ，
インハウスデザイナーを活用することのメ
リットは大きくなる。

3．終身雇用がデザイナーの創造性を
殺す

以上で見てきたように，インハウスデザイ
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ナーと外部デザイナーにはいずれも一長一短
があるため，どちらを活用すべきかについて
は，そう簡単に答えが出せそうにない。また，
デザイナー活用の成否には，以上で見てきた
ような雇用形態以外にも，様々な人的資源管
理の在り方が関わってくる。

そのため，ここでは，まずデザイナーの雇
用期間について考えてみたい。多くの日本企
業ではデザイン部門を社内に抱え，デザイ
ナーを終身雇用している。海外でも社内にデ
ザイン部門を抱えている企業はいくつも存在
する（特に自動車メーカーに多く見られる）
が，雇用期間はそれほど長くない。

3.1 海外のデザイナー雇用事情
例えば，欧米企業では契約雇用が多いため，

雇用期間は短く，デザイナーの流動性が高い9。
また，欧米企業ではそもそも，日本企業のよ
うに毎年，新卒のデザイナーを一括採用する
わけではない。即戦力になる人材を雇用した
いと考えているため，中途採用を行ったり，
新卒デザイナーを採用する場合でも，タレン
ト発掘を目的としたインターンシップ（6 カ
月から 1 年の長期のもの）を行ったりしてい
る10。このように，欧米企業ではデザイナー
の出入りが活発で，人材の多様性も確保され
ている。そのため，お互いが刺激され，創造
性が発揮されやすい環境にある。また，通常
は契約形態として，成果主義をベースとした
年俸制がとられており，社内コンペ（＝複数
のデザイナーでアイデアを競わせ，優れたも
のを選ぶコンテスト）に勝たないと，次年度
の収入が少なくなってしまう。そのため，独
創的なデザインを生み出そうとするモチベー
ションも高い。

その他にも，例えば，韓国企業では基本的
にデザイナーを長期間雇用するものの，40
歳前後（一説には 38 歳といわれている）で，
大部分のデザイナーが早期退社させられる。
一部の首脳が社内に残れるのみである（日本

に根付くグローバル企業研究会＆日経ビズ
テック編，2005）。そのため，ほとんどのデ
ザイナーは，それまでに独立して自分の事務
所を構えることが多い11。その意味で，韓国
企業のそれは長期にわたる契約雇用といえる
かもしれない。このような雇用制度の下では，
生き残りを懸けた激しい競争が起こるため，
独創的なデザインを提案しようとするモチ
ベーションが高くなる。また，日本企業に比
べ短いサイクルで人の代謝が起こるため，他
人から刺激を受ける機会も多い12。

3.2 終身雇用が生む弊害
それに対して，日本企業では，前述したよ

うにデザイナーを終身雇用している。
終身雇用制度にはもちろん，たくさんのメ

リットがある（團，2003）。しかし，組織への
出入りの少ない終身雇用制度は，一般にデザ
イナーの創造性を殺すといわれている。なぜ
なら，同じメンバーだけで仕事を回している
と，メンバーの思考が似通りはじめ，創造性
の源泉である多様性が失われていくからであ
る。そして，その結果，デザインが平板化し
ていく。

このような現象は，経営学で「組織内同形
化」と呼ばれる現象と発生のメカニズムが似
ている。ここでいう組織内同形化とは，長く
同じメンバーで活動することにより発想が枯
渇し（＝人材が均質化し），大胆なアイデアが
生まれなくなる現象のことを指している（榊
原，1995）。もともと互いにユニークなはず
の個人が，一定の組織的文脈の中で活動する
過程で，互いに類似していくのである。榊原

（1995）によると，この組織内同形化は一般
に，日本企業の方が米国企業よりも強いとさ
れている。その理由は，日本企業は米国企業
に比べ，中途採用比率が極端に低いからであ
る。

また，以下に示すように，終身雇用制度の
下ではメンバーがずっと一緒にいることが前
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提となっているため，激しいやり取りなどは
行いにくい（＝仲良しクラブになってしま
う）とする意見もある。要は，競争原理が働
きにくいということである。

「出口のない部屋で 30 年以上誰かと同居
せよと言われたらどうするかを考えてみれ
ばよくわかる。互いに諍いを控え，和する
努力を尽くすのが知恵というものであろう。
この合理的な適応行動が，衆知を集める経
営を可能にする一方で，世界に類を見ない
ほど社員を従順にしてしまった」（三品，
2014，9 頁）。

3.3 新たな試みは成功するか
そのため，近年では，日本企業においても，

中途採用や契約デザイナー制度などが少しず
つ導入され始めている。しかし，それらの制
度を早くから導入してきた企業を見てみると，
残念ながら，今後そのような動きが加速・拡
大していくとは考えにくい。実験的な導入だ
けで終わる可能性の方が高い。

例えば，トヨタでは，インハウスデザイ
ナーに刺激を与えることを目的に，1994 年
に契約デザイナー制度（Professional Contract
Designer）を導入している13。その概要は，成
果主義ベースの年俸制を採用し，最長 5 年間
の雇用を基本としている14。ただし，一度に
採用される人数は 1－3 名程度で，（トヨタ本
体だけでデザイナーが 300 人以上いるので）
デザイナー全体に占める割合は 1％に満たな
い。この人数では，インハウスデザイナーへ
の多少の刺激にはなるかもしれないが，人材
の均質化を防ぐには少なすぎる。また，勤務
年数に応じて給与が決まる年功制を残したま
までは，（勤務年数の短い）中途採用者が不利
になるため，人材の流動性も高まらない。

本来，デザイナーの出入りを欧米並みに活
発にするには，年俸制や職務に応じた賃金の
支払いなど，従来の給与体系からの脱却が必

要になる15。例えば，上述したトヨタでも，従
来からある社内の給与体系では海外の優秀な
デザイナーを惹きつけるのは難しいとして，
契約デザイナーに対してのみ年俸制を導入す
るなど，給与体系の若干の緩和を図っている。
しかし，ほとんどの日本企業では依然として，
年俸制という契約形態は風土に馴染まないと
考えている16。また，年俸制を導入したくて
も，デザイナーの客観評価は難しく，社内で
コンセンサスを得にくいため，敬遠されるこ
とも多い17。さらに，年俸制の導入や年功制
の廃止などの給与体系の改革は，デザイン部
門だけの判断で実行することは出来ない。会
社全体の給与体系との整合性が取れなくなる
からである18。このように，多くの日本企業
では，従来の給与体系からの脱却に少なから
ず抵抗を感じているため，中途採用や契約デ
ザイナーの活用も進まない可能性が高い19。

4．多くの場合，デザイナーは事務職
扱い

続いて，ここでは，デザイナーのキャリア
パスと評価制度について考えてみたい。多く
の日本企業では，基本的には，デザイナーに
も事務系の非専門職（いわゆる，事務職）と
同じキャリアパスや評価制度を適用している。
つまり，技術系や研究系などの専門職とは異
なる扱いを受けている場合が多いのである。

また，そこでのキャリアパスと評価制度は，
職能資格制度に重きを置いたものが採用され
ている場合が多い。

通常，企業では，「職能資格制度」と「職務
等級制度」のいずれかに重きを置いて，社員
のキャリアパスや評価制度を設計している

（平野，2010）。前者の職能資格制度とは，職
務遂行能力のレベルに応じて資格等級を設定
し，それぞれの資格等級に社員を格付けして
昇進や賃金を決定していく制度（＝人の能力
を基準にした制度）のことである。一方，後
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者の職務等級制度とは，職務を必要なスキル，
責任，難度などを基に評価して，職務価値を
決め，いくつかの等級を設定し，昇進や賃金
設定などの基準にする制度（＝仕事の内容を
基準にした制度）のことである。

以下では，実際に職能資格制度に基づく
キャリアパスと評価制度を採用している東芝
を題材に取り上げ，そこでのデザイナーの
キャリアパスと評価制度の実態を見てみた
い20。

4.1 職能資格制度に基づくキャリアパス
東芝では，デザイナーに対しても，主事

（非管理職）→主務（非管理職）→副参事（課長
クラス）→参事（部長，部長代理クラス）→上
席参事（デザインセンター長）といった事務
職と同じキャリアパスが用意されている（図
表 1 参照）。このキャリアパス上の「参事」
や「主務」などは資格等級のことであり，成
果に応じて，この資格等級をランクアップし
ていく仕組みが採用されている（小越，
2006；金井，2007）。

このように，東芝では，職能資格制度に基
づくキャリアパスが設けられているが，管理
職層と非管理職層では昇進・昇格のための条
件が異なる。

まず，管理職層に対しては，全社共通の職
能資格制度の下，同一資格を有する様々な職
位の社員の間で成果を競わせ，その上位者か
ら昇進・昇格させる仕組みが採用されている

（小越，2006）。その一方で，非管理職層（組
合員）に対しては，全社で共通する職能資格
制度と，カンパニーごとに異なる職能資格制
度を混在させた二階建て型の職能資格制度が
用いられている（小越，2006；金井，2007）。
これは，全社で共通する職能資格部分につい
ては，伝統的なやり方（試験に合格すれば，
等級が上がる仕組み）を維持しつつも，カン
パニーごとに異なる職能資格部分については，
成果に応じて昇進・昇格させる制度である。

このように，東芝では，特に非管理職層に
対して，各カンパニーの事情に応じた，柔軟
な人材育成が行えるような配慮がなされてい
る。そのため，例えば，デザインセンター

（東芝のデザイン組織の名称）では，デザイ
ナーという職種に鑑みた人事管理制度（例え
ば，半期に一度のコンピテンシー評価）が採
用されている21。東芝において，このような
二階建て型の制度が導入された背景には，
1999 年に，社内カンパニー制が導入され，カ
ンパニーごとの業績管理が求められるように
なったことがある（金井，2007）。

かつては，会社全体で業績管理を行ってい
たため，各事業部門では不自由を感じながら
も，全社共通の職能資格制度に従っていた。
しかし，カンパニーごとに業績管理が行われ
るようになると，全社共通の制度で縛られる
ことに対する不満が大きくなってきた。厳し
い業績管理が行われる一方で，全社共通の職
能資格制度では（カンパニーごとに仕事の性
格が異なるため）使い勝手が悪く，思うよう
な人材育成が出来ないからである。

4.2 評価基準と評価尺度
以上のように，東芝では，職能資格制度に

基づくキャリアパスが採用されており，評価
結果に応じて，昇進・昇格が決定されている。
そして，その際に用いられる評価基準と評価
尺度は，以下のようなものである（図表 2 参
照）。
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図表 1 東芝におけるデザイナーのキャリアパス



まず，管理職層については，資格等級ごと
に，全社共通で必要とされる職務遂行能力が
定められており，それに基づいた評価基準が
設定されている。加えて，仕事に取り組む姿
勢や，仕事の目標達成度合い・出来栄えなど
も評価基準とされている（田口，2011）。一
方，非管理職層については，前述したように，
全社で共通する職能資格とは別に，デザイン
部門独自の職能資格の設置が認められている。
そのため，ある程度自由に評価基準を設定す
ることが出来る。東芝のデザイン部門では，
前述したようにコンピテンシー評価が導入さ
れており，表現力や独創性などのデザイナー
に本来求められる能力に加え，デザイン業務
を 遂 行 す る 際 の 問 題 解 決 能 力 や，CAD

（Computer Aided Design）の運用能力などが
評価基準として設定されている22。

このように，評価基準については，管理職
と非管理職で異なるものを採用している一方
で，評価尺度については共通のものを採用し
ている。東芝では，以下のような 5 段階の評
価尺度が採用されている。E 3（期待を大き
く上回った），E 2（期待を上回った），E 1（期
待を少し上回った），A（期待通り＝昇給），B

（不十分＝昇給ゼロ）。そして，その評価結果
が昇進・昇格に反映される（小越，2006）。

4.3 成熟するための時間が足りない
以上で見たように，一口に「デザイナーに

事務職と同じキャリアパスや評価制度を適用
している」といっても，デザイン部門に人材
育成の自由度が全くないというわけではない。

それどころか，かつてのように非管理職層に
も全社共通の職能資格制度を適用していた頃
に比べれば，自由度は増しているといえる。

しかし，それでも日本企業からは，デザイ
ナーの創造性や発想力が伸びない（あるいは，
停滞している）との声が聞こえてくる。なぜ，
デザイナーは事務職と同じ扱いではダメなの
であろうか。その答えの 1 つとして考えら
れるのが，成長に要する時間の長さの違いで
ある。デザイナーは他の事務職に比べ，成長
に長い時間を要する。以下では，デザイナー
を扱った先行研究や，様々な記事・文献に掲
載された実務家の話を参考に，そのような長
い時間が必要になる原因を 3 つ（①能力が
ピークに達するタイミングの遅さ，②訓練期
間の短さ，③教育内容の偏り）を取り上げて
みたい。

①ピークに達するタイミングの遅さ
まず，1 つ目の原因は，デザイナーは他の

事務職に比べ，能力がピークに達するタイミ
ングが遅いことである。デザイナーの創造性
は，加齢とともに低下していくわけではない。
むしろ，以下に示すように，長い年月をかけ
て，円熟の域に達していくことも多い。その
ため，他の事務職と同じキャリアパスを適用
すると，創造性が高まった頃にはデザイナー
は現場におらず，齟齬が出てくるという主張
である。

「管理職に向けたキャリアパスだけでは，
デザイナーとして脂の乗ってきた頃には，
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評価基準

〈管理職層〉
全社共通で必要とされる職務遂行能力に基づいた評価
基準，仕事に取り組む姿勢，目標の達成度や出来栄えな
ど

〈非管理職層〉
表現力や独創性，CAD の運用能力，問題解決能力など

評価尺度 E 3，E 2，E 1，A，B の 5 段階の尺度

図表 2 東芝におけるデザイナーの評価制度



管理職に回らなければならず，才能のピー
クを若年化させるだけでなく，社内での発
言力も弱体化させてしまう。（中略）社外
の独立したデザイナーであれば，まだ若手
といわれる 40 歳代で，社内のデザイナー
はマネジメントに専念するポジションに就
くことを考えなければならず，独自の造形
言語が熟成されて，その発言に重みが増す
50 歳代で，定年に向けて引退の準備をし
なければならない。」（藤崎，2003，49-50
頁）

②訓練期間の短さ
続く，2 つ目の原因は，デザイナーになる

ための訓練期間の短さである。これは，大学
や専門学校で過ごす期間が短いために，所定
のカリキュラム自体がこなしきれていない可
能性を示唆するものである。

自然科学の分野では修士修了（6 年間）が
最低条件なのに，デザイン分野では学士修了

（4 年間）がほとんどで，訓練期間が短く，カ
リキュラムが未消化に終わっている可能性が
ある。それでも，かつてのように社内育成に
時間をかけられた時代であれば問題はないが，
社内育成に時間をかけられない近年では，そ
の弊害が大きくなっている。未消化なところ
が多い分，デザイナーは入社後に学ばなけれ
ばならない（あるいは，学び直さなければな
らない）事柄が多く，時間が足らない。その
ため，他のホワイトカラーと同じ感覚でキャ
リアを設計すると，デザイナーを十分成熟さ
せることが出来ないのである。この点につき，
デザイナーの宮田識氏は，次のように述べて
いる。

「もともとデザイナーという職業はプロと
しての訓練期間が短いんです。ほかのプロ
フェッショナルな職業に比べたら，実に短
い。（中略）わずか 4 年の専門教育を受け
て卒業し，企業に入って仕事に就く。それ

でプロになってしまうんです。これでは，
もともとセンスの良い人しか育ちません。
大多数の平凡な人にとっては訓練期間が少
なすぎます。（中略）これが多くのデザイ
ナーが伸びない理由だと思います。」（宮田，
2014，69 頁）

また，デザイナーを扱った研究の中には，
（本来の研究の趣旨や文脈とは異なるものの）
新卒デザイナーの能力やスキルを知る上で参
考になるものがいくつかある。例えば，菅野

（2009）では，デザイン系大学の学生と企業
との産学連携プロジェクトにおいて，以下の
ような課題が浮き彫りになったとされている。

・「学生に実際の製品をデザインした経
験が不足しており，汎用製品への馴染
みがないため，そもそもアイデアを発
想する基盤がない」

・「アウトプットのイメージが曖昧で，
物理的に実現不可能なアイデアが多
い」

・「学生はアイデアを形に表現する技
術・能力が未熟で，設定したコンセプ
トの実体化が難しく，デザインの基本
的な意図・考え方の共有が困難」

③教育内容の偏り
そして，3 つ目の原因は，大学での教育内

容の偏りである。これは以下に示すように，
そもそも，現行のカリキュラム自体に問題が
あり，経営やマーケティングなど，本来大学
で教えられるべきことが教えられていない可
能性を示唆するものである。この部分に欠陥
があるため，デザイナーは入社後に学ばなけ
ればならない事柄が多くなり，時間が足らな
くなる。その結果，他のホワイトカラーと同
じ感覚でキャリアを設計すると，齟齬が出て
くるという主張である。
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「美術系大学・芸術系大学における教育内
容が，日本の場合は，哲学や歴史，あるい
は作品制作スキルの習得という分野にやや
偏っている。そのため，経営やマーケティ
ングなどの実戦的な知識を手に入れるのは
企業に入ってからであり，（大学卒業から
15 年くらいたった）35 歳くらいになって
ようやく一人前になる。しかし，その頃に
は，管理職への移行が始まるため，現場を
離れなければならない」（鷲田，2014，172-
179 頁）23

4.4 相互に絡み合う原因
このように，デザイナーが他の事務職と同

じキャリアパスや評価制度に馴染まない背景
には，いくつかの特殊な事情があると考えら
れるが，それらは互いに連動している可能性
もある。例えば，企業に入る前の訓練期間が
短く，また事前の準備内容に不足があるため，
成熟に時間がかかると感じているだけかもし
れない（つまり，問題の本質は，ピークに達
する時期の遅さでない可能性がある）。ある
いは逆に，成熟速度が本当に遅いために，事
前準備が不足していると感じているのかもし
れない。

ただ，いずれの意見が正しいにせよ，現実
にデザイナーの習熟に必要な時間が不足して
いるのであれば，採るべき解決策は次の 3 つ
である。1 つ目は，現場に長く留まれるよう
なキャリアパスを設計すること，2 つ目は，
企業に入る前の訓練期間を長くすること，3
つ目は，その訓練期間中に行われる教育内容
を充実させることである。そのうち，企業が
単独で対応できるのは 1 つ目の解決策であ
る。それ以外は，デザイナーを送り出す大学
や専門学校の側か，企業と大学，専門学校が
協力して取り組む必要がある（例えば，イン
ターンシップの実施や社員を派遣するなどの
産学連携の取り組み）24。もちろん，人によっ
ては成熟速度が異なるため，産学連携などの

取り組みは行いつつも，現場に長く留まれる
キャリアパスも同時に用意しておくのがベ
ターである。

それでは，デザイナーが現場に長く留まる
ためのキャリアパスとは，具体的にどのよう
なものなのであろうか。次節では，その詳細
について説明したい。

5．複線型キャリアパスは解決策にな
り得るか？

デザイナーが現場に長く留まるためには，
管理職に向かうキャリアパスの他に，スペ
シャリストを目指すデザイン部門独自のキャ
リアパスを用意する必要がある。経営学では，
そのような複線型のキャリアパスのことを

「デュアルラダー（二重梯子）」と呼んでいる。
以下では，この複線型のキャリアパスを採用
しているパナソニックとソニーのケースを題
材として取り上げ，それぞれの企業における
キャリアパスや評価制度の実態を見てみた
い25。

5.1 独自のキャリアパス
まず，パナソニックでは，デザイナーに対

しても，担任（非管理職）→主事（非管理職）
→参事（課長，部長，事業部長クラス）→上席
理事・理事（事業部長，役員クラス）などの，
他のホワイトカラーと同様のキャリアパスが
用意されている。これは，「特称制度」と呼ば
れる，全社共通の職能資格制度に基づくキャ
リアパスである26。しかし，当社では，2002
年以降，高い創造性を発揮するデザイナーに
は，勤務年数や年齢などにかかわらず，現場
で働き続けてもらえるように，デザイン部門
独自の「シニアデザイナー」という新しい資
格を設置している（図表 3 参照）。

シニアデザイナーは非管理職で，マネジメ
ント業務がないため，デザイン作業に専念す
ることができる27。その結果，パナソニック
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には，例えば，「参事の資格を持つデザイ
ナー」もいれば，「主事の資格を持つシニアデ
ザイナー」もいるなど，社内資格と部内資格
が混在した状態が生まれている。社内資格と
部内資格との違いは，前者が，全社共通で必
要とされる職務遂行能力を評価しようとして
いるのに対して，後者が，デザイナー固有の
能力レベルを評価しようとしているところに
ある28。

同様に，ソニーでも，管理職層に向けた
キャリアパスとは別に，高い創造性を発揮す
るデザイナーが現場で仕事し続けることが出
来るような，デザイン部門独自のキャリアパ
スを設置している（図表 4 参照）。ソニーの
クリエイティブセンター（ソニーのデザイン
組織の名称）では，「クリエイティブプロ
デューサー（課長級）」や「ゼネラルマネ
ジャー（部長級）」，「クリエイティブセンター

長（事業部門長級）」などの管理職に向けた
キャリアパスの他に，「チーフアートディレ
クター（CAD）」や「エグゼクティブアート
ディレクター（EAD）」などのスペシャリスト
に向けたキャリアパスが設置されている29。
前者の CAD とは，特定の製品ラインのすべ
てのデザインを統括する職能であり，後者の
EAD とは，幅広い複数の商品カテゴリーを統
括する職能である。クリエイティブセンター
では，全社共通の職能資格とは別に，独自の
職能資格を設け，一定のレベルに到達したデ
ザイナーを CAD や EAD に認定している。

5.2 独自の評価制度
ソニーとパナソニックでは，全社共通の評

価基準に加え，デザイン部門独自の評価基準
を用いてデザイナーを多段階評価したり，そ
れらの評価結果に応じて，処遇を決めたりし
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図表 3 パナソニックにおけるデザイナーのキャリアパス

図表 4 ソニーにおけるデザイナーのキャリアパス



ている。
まず，管理職への階段を上っていく際には，

両社ではともに，全社共通の評価基準や評価
尺度が用いられている。例えば，パナソニッ
クでは，前述したように，職務遂行能力があ
ると見做された社員を対象に，試験を行い，
それに合格することで，職能資格をステップ
アップしていく「特称制度」が採用されてい
る。なお，職務遂行能力を評価するための評
価尺度は，AAA（最高レベル），AA（高いレベ
ル），A（標準レベル），B（努力が必要） の 4
段階に設定されており，最高評価を受け続け
た社員が昇格候補者として選抜され，試験を
受けることになる30。

一方，ソニーでは，非管理職と管理職で異
なる人事管理制度を採用している。そのため，
非管理職から管理職への階段を踏み出す際に
は，別途，試験を受ける必要がある。ソニー
では，非管理職の対しては，「グレード制」と
呼ばれる成果主義型の職能資格制度を採用し，
管理職層に対しては，「バリューバンド」と呼
ばれる役割等級型の人事管理制度を採用して
いる（中田，2005 a；中田，2005 b）。

前者の制度は，グレード（資格）を 3 段階
に分け，同一グレードに属する社員の間で成
果を競わせようとする制度である。一方，後
者の制度は，職務内容（仕事に求められる専
門性や難易度，会社への貢献度など）に応じ
て，7 段階の役割等級を設け，等級ごとに実
績を評価していく仕組みである。ソニーでは，
この等級のことを「バンド」と呼んでいる。

さらに，同一等級内では，職位に応じて異な
るレベルの仕事を割り当て，その評価に基づ
き，昇進・昇各などを決めている。

その一方で，スペシャリストとしての階段
を上っていく際には，両社ともに，デザイン
部門独自の評価基準や評価尺度を用いている

（図表 5・6 参照）。
例えば，パナソニックでは，デザイナーの

評価基準として，主に「革新的創造」と「顧
客満足実現」の 2 つを設定している31。さら
に，前者は，「創造力，デザインアイデンティ
ティ構築」と「デザイン品質」の 2 項目に分
けることができ，後者は，「ユニバーサルデザ
イン」と「環境配慮，生活提案，市場創造」
の 2 項目に分けることが出来る32。また，そ
の評価方法としては，パナソニックデザイン
社（パナソニックのデザイン組織の名称）の
人事担当者，人材開発担当者を含めた評価委
員会による評価に加え，実績のある外部のデ
ザイナーの評価も参考にするようになってい
る。そして，評価の結果，85 点以上を獲得し
たデザイナーをシニアデザイナーに認定し，
社内で「特 A」や「A」と呼ばれるような重要
なプロジェクトを担当させたり，活動費を与
えて海外留学を支援したり，自由裁量の効く
研究費を与えたりしている。ただし，当該資
格は永久的なものではなく，単年度ごとに更
新される（植松，2005）33。

一方，ソニーにおけるデザイナーの評価基
準 は，主 に「オ リ ジ ナ リ テ ィ」，「ク オ リ
ティー」の 2 つを柱にしており，そこでは
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評 価 基 準
（主に 4 つ）

「革新的創造」 「創造力，デザインアイデンティティ構築」
「デザイン品質」

「顧客満足実現」 「ユニバーサルデザイン」
「環境配慮，生活提案，市場創造」

評 価 方 法 パナソニックデザイン社の人事担当者＋人材開発担当者を含めた評価委員会
＋外部のデザイナー等による評価

評 価 尺 度 100 点満点中 85 点以上で認定

図表 5 パナソニックでのスペシャリストに向けた評価制度



「売上」は副次的な扱いでしかない34。ソニー
では，全てのデザイナーを対象に，個々の案
件ごとの成果を数値化し，評価のデータベー
スを作成している。そして，蓄積したデータ
を使って，各デザイナーの「キャリアレベル」
を決定している。より具体的には，キャリア
レベルは 6 段階あり，一定のキャリアレベル
に到達したデザイナーが CAD や EAD になる。
ただし，当該資格は永久的なものではなく，
2 年ごとに更新される。

なお，デザイナーの 1 次評価を行い，デー
タベースに入力するのは，直属のクリエイ
ティブプロデューサーである。クリエイティ
ブプロデューサーは，プロジェクトごとの性
格の違いを考慮して，デザイナーに仕事を振
り分けるだけでなく，それを評価する責任を
有している。さらに，1 次評価を行った後は，
評価の客観性を確保するため，3 つのチェッ
ク機関（①データコミッティー，②クオリ
ティー評価コミッティー，③人事コミッ
ティー）を通過させている。

5.3 更なる工夫が必要
以上で見てきたように，デザイナーを現場

に長く留めるためには，複線型キャリアパス
の導入はある程度有効である。実際に，パナ
ソニックとソニーでは，優秀なデザイナーが
現場に長く留まるようになっており，一定の
効果があると言える。しかし，同時に，2 社
の事例からは，更なる工夫が必要なことも窺
える。

例えば，パナソニックにおける「シニアデ

ザイナー」資格は恒久的なものではなく，単
年度ごとに更新される。これでは，必ずしも
継続して現場に留まることが出来るわけでは
なく，キャリアパスになりきれていない。ま
た，両社ともに，突出した成果を上げたデザ
イナーからスペシャリストへの階段を上って
いくというスタイルをとっているが，これで
は，早期に習熟したデザイナーは現場に長く
留まることが出来ても，遅咲き（ないし大器
晩成型）のデザイナーにとっての恩恵は小さ
い。あるタイミングまでにスペシャリストと
しての突出した成果を残さなければ，管理職
に向けた階段を上り始めるインセンティブの
方が大きくなるからである。また，スペシャ
リストになれる人数が限られているため，デ
ザイン部門全体としての習熟度の底上げには
繋がらない可能性がある。

このように，両社に見られる複線型のキャ
リアパスは，人材育成というより，むしろ優
れたデザイナーに対する処遇の改善に近く，
デザイナーの習熟に必要な時間不足の解消に
はあまり役立っていない35。このような問題
を根本的に解決するには，やはりデザイナー
をはじめから専門職として扱う必要がある。
つまり，研究職や技術職などと同様に，非専
門職とは異なるキャリアパスを用意する必要
があるのである36。

6．ま と め

以上で見てきたように，日本企業のデザイ
ナー管理は，欧米企業のそれと比べた場合，
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評 価 基 準 「オリジナリティ」と「クオリティー」

評 価 方 法 クリエイティブプロデューサーによる 1 次評価＋ 3 つのチェック機
関による評価

キ ャ リ ア
レ ベ ル

クリエイティブセンターで独自に蓄積している評価データを活用
（6 段階のキャリアレベル）

昇 進 条 件 一定のキャリアレベルに到達したデザイナーを CAD や EAD に認定

図表 6 ソニーでのスペシャリストに向けた評価制度



大きく 3 つの特徴がある。1 つ目は，デザイ
ナーを直接雇用して，デザイン部門を社内に
抱えていること。2 つ目は，多くの場合，デ
ザイナーを終身雇用していること。そして，
3 つ目は，基本的にはデザイナーにも他のホ
ワイトカラーと同様のキャリアパスや評価制
度が適用されていることである。

しかも，本稿で見たように，それらの特徴
は今後も，それほど大きく変わりそうにない。
多くの日本企業では，外部デザイナーの積極
活用やデザイン部門の分社化には慎重である
し，年俸制の導入に抵抗を感じているため，
中途採用や契約デザイナーの活用もそれほど
進みそうにない。つまり，今後もデザイナー
の出入りが活発化するとは考えにくいのであ
る。反対にいうと，デザイン部門を社内に抱
え，デザイナーを終身雇用していくスタイル
は維持されていくと考えられる。そのため，
日本企業にとっては，デザイナーをいかに内
部育成していくかがカギになる。

本稿でも見たように，インハウスデザイ
ナーには外部デザイナーに対して，いくつか
の優位性を持っている。1 つは，機密保持に
優れ，革新的なコンセプトを持った製品の開
発（市場革新型の製品の開発）に向いている
ことである。そして，もう 1 つは，積極的に
技術部門と関わり，デザインを実現する技術
開発にコミットすることが出来ることである

（反対に，外部デザイナーはこれらの点に限
界があった）。そのため，これらの強みをさ
らに伸ばしてゆく必要があるが，その際，ボ
トルネックとなってくるのが，デザイン部門
が独自にキャリアパスや評価制度を設計でき
ない点である。

デザイン部門だけでキャリアパスや評価制
度を独自に設計してしまうと，会社全体の雇
用体系との整合性が取れなくなってしまうか
らである。ここにジレンマがある。デザイン
部門の独立性を高めなければ，独自のキャリ
アパスや評価制度を導入することは難しい。

しかし，分社化などを行って過度に独立性を
高めてしまうと，独自にキャリアパスや評価
制度を設計できるようになる反面，今度は遠
心力が大きくなり，インハウスデザイナーと
しての強みを失ってしまう。この部分のさじ
加減が難しい。

この点につき，ヒントとなりそうなのが，
本稿でも取り上げたソニーやパナソニックで
ある。ソニーでは，デザイン部門を分社化し
ていないものの，カンパニーとして，（社内の
デザイン部門でありながら）ある程度の独立
性を保っている。また，パナソニックでは
2008 年にデザイン部門の分社化を取り止め
た後は，デザイン部門をカンパニーとして本
社内に戻し，ある程度の独立性を与えている。
デザイン部門の人事制度改革に取り掛かる際
には，これらの企業の取り組みが参考になる
かもしれない。

ただし，両社で採用されているデザイン部
門独自のキャリアパスには更なる改善の余地
がある。現行のそれはどちらかというと，優
秀なデザイナーの選抜や彼等に対する処遇の
改善に近く，デザイン部門全体の習熟度を底
上げするための仕組みにはなっていない。そ
のため，今後は，それらの部分をいかに改善
していけるかがポイントになるだろう。
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注
1 ただし，欧州の研究は，自分たちのデザインに自

信があることや，外部デザイナーを活用する方
法に馴染みがあるため，それらを高く評価しが
ちである。反対に，日本の研究は，自分たちのデ

― 99 ―

デザイナーと人的資源管理（森永）



ザインにあまり自信がないこともあり，インハ
ウスデザイナーの活用を低く評価しがちである。
その意味で，両者の主張にはともにバイアスが
かかっているといえる。

2 『パナソニックホームページ』「プレスリリース
組織変更・人事異動について（2008 年 9 月 30
日）」

3 『日経デザイン』2001 年 9 月号，56-63 頁。
4 例えば，三菱電機デザイン研究所所長の千葉建

吉氏（当時）は，分社化が上手くいかなかった理
由について，以下のように述べている。「子会社
と事業部では力関係に明確な差がある。特に子
会社の方が売り上げを立てなくてはと必死の時
はなおさらだったようだ。」（『日経デザイン』
2002 年 6 月号，82 頁）

5 『プロダクトデザイン R ＆ D 戦略 2007』11 頁及
び『デザイン・マーケティング戦略 2001』23 頁。

6 以下のデザイナーの契約内容に関する部分は
『Japan Business News』（http://www. jnews.com/
JNEWS LETTER 2006.11.9）より引用した。

7 ただし，すべての企業がこのジレンマに陥るわ
けではない。バランスを上手く取りながら，ア
ウトソーシングのジレンマを乗り越えてきた企
業もある。イタリアの情報通信企業であるオリ
ベッティがその代表例である（Walsh, Roy, Bruce
and Potter, 1992）。同社では，外部のデザイン・
チーム（著名なデザイナーであるエットーレ・
ソットサス氏に率いられたデザイン・チーム）と
長期間の契約を結んで成功を収めてきた。同社
では，当該デザイン・チームにオフィスを提供し
たり，仕事をする上で必要なサポートを行った
りするだけでなく，あらゆる業務へのアクセス
権を与えたりしてきた。同社では，そのような
デ ザ イ ン ・ チ ー ム の こ と を“In-house
Independent Designers”と呼んでいる。

8 『デザインニュース』No.246，20 頁。
9 『Response』（http://response. jp/article/2011/4/

12/154752.html.）
10 『日経ビジネスオンライン』（http://business.nik

keibp.co. jp/article/tech/20074030/123946/?ST =
nbo-print）

11 それ以外にも，例えば，サムスン電子では，1998
年より全社員に年俸制（基本年俸＋個人能力加
給＋集団成果給）が適用され，出入りがしやすく
なっている（日本に根付くグローバル企業研究
会＆日経ビズテック編，2005）。そのことも手
伝って，デザイナーの流動性が高くなっている。

12 ただし，そのような早期退社制度は，長い目で見
た場合，インハウスデザイナーのモチベーショ

ンを低下させる危険がある。現役の若い世代の
インハウスデザイナーの目には，「デザイナーの
使い捨て」と映るからである。

13 『トヨタ自動車ホームページ』「トヨタ自動車 75
年 史」（http://www. toyota. co. jp/jpn/company/
history/75 years/data/automotive_business/produ
cts_technology/technology_development/design/
index.html）

14 ここでいう成果主義とは，例えば，アイデアが選
ばれて 1/1 モデルまで進むといくら，次のス
テップまで進むといくら，量産モデルとして選
ばれるといくら，という具合に評価されること
を意味している。

15 職務に応じて賃金を支払う制度（職務等級制度）
であれば，日本企業に多く見られる年功制（職能
資格制度度）を採用している場合と比べて中途
採用は行いやすくなる。職務等級制度や職能資
格制度の詳細については，次節で説明する。

16 例えば，富士キメラ総研が 2001 年に日本の大手
企業 40 社に対して行ったアンケート調査では，
そのほとんどが企業風土に合わないとして，デ
ザイナーに対する年俸制の導入にネガティブな
反応を見せている（『デザイン・マーケティング
戦略 2001』，14 頁）。

17 例えば，実際に契約デザイナーを採用している
企業では，「なぜ契約デザイナーの給料がインハ
ウスの 2 倍もあるのか」や「契約デザイナーを
雇う余裕があるなら，その分インハウスの人員
を増やしてほしい」などの不満の声があるとい
う。

18 デザイン部門が独自の人事管理制度を持つには
分社化が 1 つの有効な手段となる。例えば，2.3
のところで見たように，パナソニックでは 2002
年に一度，デザイン部門を分社化した。その結
果，5.2 のところで見るように，独自の人事制度
の導入が可能になっている。

19 5.2 のところで見るように，ソニーでは 2000 年
当時，年俸制の導入を見越して，すべてのデザイ
ナーにデザイン部門が独自に設定したキャリア
レベルに応じた報酬体系を適応しようとしてい
たが，現在は取り止めている。その理由につい
て，クリエイティブセンター長の稲場満氏（当
時）は，「デザイナーによって仕事の進め方や資
質は異なる。焦ってデザイナーのエモーション
を傷つけるのは得策ではない」と述べている

（『日経デザイン』2001 年 9 月号，61-62 頁）。
20 当該事例は，2000 年代当時のものに基づいてい

るため，現在は変更されている可能性がある。
21 『プロダクトデザイン戦略 2011』74 頁。なお，
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ここでいうコンピテンシー評価とは，「（それぞ
れの職務において）仕事のできる人の行動特性

（これを，コンピテンシーという）」を抽出し，そ
れを評価指標にして評価を行う制度のことであ
る。また，このようなコンピテンシー評価がデ
ザイン部門に導入されている理由は，デザイ
ナーに対しては，定量的・短期的な成果による能
力評価が難しいためである。

22 『プロダクトデザイン R ＆ D 戦略 2007』111 頁。
23 カッコの中は筆者が補充した。
24 最近は，日本企業においてもデザイン系大学の

学生向けのインターンシップが実施されるよう
になってきている。例えば，日産では「オフサイ
ト・インターンシップ」（約 2 週間）が実施され，
スズキでは「サマー・スクール」（約 2 か月）が
実施されている。

25 これらの事例は，2000 年代当時のものに基づい
ているため，現在は変更されている可能性があ
る。

26 『主要企業における賃金制度改革の変遷に関する
調査』76 頁。なお，当該制度は，東芝と同じ成
果主義型の職能資格制度であると考えられる。

27 『日経デザイン』2002 年 6 月号，62-63 頁。
28 『日経デザイン』2004 年 2 月号，44-45 頁。
29 『プロダクトデザイン R ＆ D 戦略 2007』121 頁

や，『日経デザイン』2001 年 9 月号 56-63 頁，お
よび 2002 年 6 月号の 62-63 頁，2010 年 10 月号
の 26-35 頁。

30 『主要企業における賃金制度改革の変遷に関する
調査』83-84 頁。

31 『プロダクトデザイン R ＆ D 戦略 2007』104-105
頁。

32 その他にも，「組織全体への貢献」などの評価項
目もある（『プロダクトデザイン R ＆ D 戦略
2007』104 頁）。

33 なお，2．のところでも触れたように，パナソ
ニックにおいてデザイン部門独自のキャリアパ
スや評価制度の設定を可能にした背景には，デ
ザイン部門の分社化がある。

34 『日経デザイン』2001 年 9 月号，56-63 頁。なお，
従来は「オリジナリティ」，「クオリティー」，「貢
献度」の 3 つが評価基準とされていたが，貢献
度については測定が困難なため，現在は，評価基
準から外されている（『日経デザイン』2000 年 4
月号，116-119 頁）。

35 経営学では，このようなタイプの複線型キャリ
アパスのことを「処遇改善型専門職制度」と呼ん
でいる（原口，2003）。

36 経営学では，このようなタイプの複線型キャリ

アパスのことを「純化型専門職制度」と呼んでい
る（原口，2003）。
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